
入札公告 

令和 8 年 4 月 30 日 

 

 

次のとおり一般競争入札に付します。 

公立学校共済組合関東中央病院  

病院長 竹下 克志 

 

１．請負期間：令和８年 6 月１日から令和９年 5 月３１日 

  ただし、請負実施日は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及

び年末年始を除くものとする。 

 

２．引き渡し場所： 公立学校共済組合関東中央病院 ２階臨床検査科 

 

３．参加資格者 

（１）次の各号いずれかに該当しない者であること。 

一 契約の履行が不適切な状態が現に継続している者。 

二 破産手続開始の決定を受けて復権得ない者 

三 応募に参加しようとする者が暴力団関係者（暴力団、暴力団員に協力又は関与す

る等これと関わりを持つ者として、警察から通報があった者若しくは警察が確認し

たものをいう。） 

（２）国の競争参加費格 (全省庁統一資格)において令和８年度に関東・甲信越地域の「役

務の提供等（調査・研究）｣Ａ、Ｂ、Ｃ又はＤの等級に格付けされている者であるこ

と。 

 

３．提出書類 

＜入札参加資格申請＞ 

 ①入札参加意向申出書 

 ②－１．国の競争参加費格（全省庁統一資格）の資格審査結果の写し 

②－２．（②－１を有していない場合）当院の見積参加資格申請書類一式 

（②－１または②－２を提出している場合、①のみ） 

 

＜入札書提出＞ 

③入札書 

 ④外部委託検査一覧（別紙） 

 



４．提出先・提出方法 

＜入札参加資格申請＞ 

〒１５８－８５３１ 

   東京都世田谷区上用賀６－２５－１ 

    公立学校共済組合関東中央病院 会計課物流管理係 

  ＊持参又は送付（配達記録、簡易書留、書留のいずれかによる） 

  ＊持参の場合の受付時間は土曜日、日曜日および祝日を除く平日の午前９時から午後

５時まで 

 

 ＜入札書提出＞ 

 別紙「入札書の提出方法について」のとおり 

 

５．提出日時 

  ＜入札参加資格申請期間＞ 

  令和 8 年５月 13 日（水）午後 5 時必着 

  ※持参による申込受付については、土曜日、日曜日および祝日を除く平日の午前９時

から午後５時まで 

  ＜入札書提出期間＞ 

  入札参加資格申請期間から令和８年５月 14 日（木）午後 2 時まで 

 

６．入札方法 

入札金額については、日本円により１品目当たりの税抜単価を記入すること。 

また、外部委託検査項目のほか請負に要する一切の費用を含めた額とすること。 

 

７．検査項目、検査方法、基準値、単位は別紙入札内訳書と同様であることとする。 

また、主材料、使用機器、試薬メーカー及び報告日数についてはこの限りでないとす

る。 

 

８．関連項目については、採血量・データ継続性を考慮しグループ化している。これらは 

分散することは出来ない。関連項目をグループにして、総価で安価な業者に決定する。

その者が複数の場合は、入札した最低価格を多く落札した入札者を第一交渉権者とす

る。第一交渉権者決定後はその者と直ちに交渉をし、契約価格を決定する。ただし、

交渉が不調となり、又は交渉開始から１０日以内に契約締結に至らなかった場合は、

責任者は交渉順位に従い、他の交渉権者と交渉を行うことができる。 

 

 



９．新規請負者は、旧請負者との検査データ継続性を保証するため、上位 50 項目（n＝ 

50）は現在データとの相関を取り相関図を作成し臨床医および検査科へ内容を説明する

こと。説明に際し、当院よりの質問・疑義については速やかに回答すること。これらの

事項は契約業者確定日より５月３１日までに完了させ臨床検査科および会計課物流管理

へ相関図と共に説明日時や説明内容を記した完了報告書を必ず提出すること。なお、相

関測定に使用する検体は病院が用意し、新旧請負者へ同時に検体を提出する。測定費用

は新旧請負者が負担すること。 

 

１０．新規請負者は、臨床検査科およびシステム担当業者との調整を実施し、電子カルテ

および検査システムのマスタ変更作業を契約業者確定日より５月３１日までに必ず完

了すること。なお、その際発生する費用は全て新規請負者が負担すること。 

 

１１．新規請負者は、契約業者確定日より５月３１日までに現行病院検査システムの仕様

に準拠した媒体を使用した依頼、報告システムを構築すること。また。「検査法・基

準値一覧」に定められた全て検査内容について送受信テストも同時に完了させるこ

と。なお、その際に発生する費用は全て新規請負者が負担すること。 

 

１２．新規請負者は、病院業務に支障が生じないよう旧請負者とは万全の引継ぎを実施

し、契約業者確定日より５月３１日までに完了させること。 

 

１３．発注者が請負者に検体を発注する場合は、検査オーダーにより本院臨床検査科を通

して発注するものとする。 

 

１４．請負者は本院臨床検査科において、次の業務を行うものとする。 

（１）検体の受付 

検体の発注情報と検体を照合し、検査項目、検体の種類、容器、検査方法、基準

値、単位及び報告日数等の必要事項を確認するものとする。また、発注データを臨

床検査科システムの端末より取り込み、ワークシートと共に検体を受領する。 

また、検体の不足、溶血、凝固等（以下「検体の異常」という）がないか確認し、

検体の異常を発見した場合は、直ちに医師に連絡するものとする。 

（２）検体の搬出 

検体の搬出にあたっては、各々冷蔵、凍結等適切な状態で行うものとする。また、

検体の搬出時に、検体の異常がないか確認し、検体の異常を発見した場合は、直ち

に本院医師に連絡するものとする。 

 

 



（３）検査の報告 

検査項目の結果を、検査結果（可能であれば画像報告まで）を併せて報告する。 

また、検体の異常により検査不能の場合には、その理由を直ちに医師及び本院係員

に報告するものとする。 

（４）再検査 

前項の検査で不合格となった検査は、直ちに再検査を実施の上、検査報告を行い、

本院係員の検査を受けるものとする。 

なお、再検査に要する費用は請負者の負担とする。 

 

１５．検体の種類、測定法、基準範囲、単位及び検査日数について、当初のものを継続す

ることができない場合は、事前に発注者に通知の上、指示を受けるものとする。 

 

１６．遵守事項 

（１）検査は、１件ごとに善良なる管理者の注意義務のもとで、迅速かつ確実に行うもの

とする。 

（２）請負者は、日本医師会サーベイ、ＣＡＰサーベイ並びに日本臨床衛生検査技師会サ

ーベイに参加し、その認定を受けていること。 

（３）請負者は、ＩＳＯ１５１８９に基づく臨床検査室の認定を受けていること。 

（４）請負者は、当院の発注する検査について ９０％以上を自社にて測定しているこ

と。 

（５）請負者は、請負開始までに、検査受付・報告に対応する為のシステム開発を終了す

ることまた、それに掛かる費用については院内開発費用も含めて請負業者が全額負

担すること。 

（６）採血容器については、現在使用している容器を使用すること。 

 

１７．本仕様書に記載の業務について、その変更が必要となった場合は、発注者・請負者

間において協議するものとする。 

 

１８．上記内容を契約業者確定日より５月３１日までに体制を整え、６月１日より運用を

開始すること。 

 

１９．入札予定価格  設定する（各検査項目） 

 

２０．最低落札価格  設定しない 

 

２１．入札保証金  免除する 



２２．その他 

（１）仕様書内容との相違が認められた場合、病院は請負者に対し、その契約を不履行と

判断し、直ちに契約の解除を行うものとするとともに、規定に基づき処分を行うも

のとする。 

 

（２）請負者が本仕様書内容の事項を履行せず、病院及び第三者に利害を与えたときは 

損害賠償の責に任ずるものとする。 

 

（３）この入札に係る提出書類作成および提出等に要する費用は、すべて提出者の負担と

する。 

 

（４）提出された書類等は法令に定める場合を除き、この入札の目的以外では提出者に無

断で使用しない。 

 

（５）提出された書類等は、返却しない 

 

２３．入札実施日 

令和 8 年５月 14 日（木）午後 2 時より 

なお、開札の立会は不要とする。 


